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災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。
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災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。
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改 正 後 改 正 前

第２条 災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つこと

ができないときは、当該市町長は、災害救助法（昭和２２年法律第

１１８号。以下「法」という。）第１３条第２項の規定に基づき、救

助に着手することができる。

２ 知事は、法第１３条第１項及び前項の規定に基づく救助が適切に

実施されるよう、市町長に対し技術的な助言を行うものとする。

第３条 令第３条第１項の規定による救助の程度、方法及び期間

は、別表１のとおりとする。ただし、これにより難い特別の事情

があるときは、特別基準を設定することがある。

第１１条 法第７条第５項の規定による実費弁償の程度は、別表２の

とおりとする。

第１３条 法第１０条第３項において準用する法第６条第４項の規定に

より、当該職員が立入検査に当たつて携帯しなければならない証

票は、様式第１２号による。

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

第２条 災害の事態が急迫して、知事による救助の実施を待つこと

ができないときは、当該市町長は、災害救助法（昭和２２年法律第

１１８号。以下「法」という。）第３０条第２項の規定に基づき、救

助に着手することができる。

２ 知事は、法第３０条第１項及び前項の規定に基づく救助が適切に

実施されるよう、市町長に対し技術的な助言を行うものとする。

第３条 令第９条第１項による 救助の程度、方法及び期間

は、別表１のとおりとする。ただし、これにより難い特別の事情

があるときは、特別基準を設定することがある。

第１１条 法第２４条第５項の規定による実費弁償の程度は、別表２の

とおりとする。

第１３条 法第２７条第４項 の規定に

より、当該職員が立入検査に当たつて携帯しなければならない証

票は、様式第１２号による。

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間
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１ 避難所及び応急仮設住宅の供与

�・� 省略

２ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全

焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水（土砂の堆積等

により一時的に居住することができない状態となつたものを

含む。）若しくは船舶の遭難等により、生活上必要な被服、

寝具その他生活必需品を喪失し、又は損傷し、直ちに日常生

活を営むことが困難な者に対して行う ものである。

イ～エ 省略

４ 省略

５ 被災者 の救出

ア 被災者 の救出は、災害のため現に生命若しくは身

体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索

し、救出するものである。

イ 被災者 の救出のため支出できる費用は、舟艇その

他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び

燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

ウ 被災者 の救出の期間は、災害発生の日から３日以

内とする。

６ 被災した 住宅の応急修理

ア～エ 省略

７～１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第４条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２３，２００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，２００円以内

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １人１日当たり

１６，２００円以内

エ 救急救命士 １人１日当たり１４，０００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１６，３００円以内

カ 大工 １人１日当たり１７，０００円以内

キ 左官 １人１日当たり１６，９００円以内

ク とび職 １人１日当たり１６，０００円以内

�・� 省略

２ 令第４条第５号から第１０号までに規定する者

省略

様式第２号（第４条、第５条関係）

様式第２号（その１）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第９条の規定に基づき、

次の物資の保管を命ずる。

省略

注 省略

様式第２号（その２）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第９条の規定に基づき、

次の物資を収用する。

省略

１ 収容施設 の供与

�・� 省略

２ 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全

焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水（土砂のたい積等

により一時的に居住することができない状態となつたものを

含む。）若しくは船舶の遭難等により、生活上必要な被服、

寝具その他日用品等をそう失又はき損し 、直ちに日常生

活を営むことが困難な者に対して行なうものである。

イ～エ 省略

４ 省略

５ 災害にかかつた者の救出

ア 災害にかかつた者の救出は、災害のため現に生命、身体

が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索

し、救出するものである。

イ 災害にかかつた者の救出のため支出できる費用は、舟艇その

他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び

燃料費等とし、当該地域における通常の実費とする。

ウ 災害にかかつた者の救出の期間は、災害発生の日から３日以

内とする。

６ 災害にかかつた住宅の応急修理

ア～エ 省略

７～１２ 省略

別表２（第１１条関係）

実費弁償

１ 令第１０条第１号から第４号までに規定する者

� 日当

ア 医師及び歯科医師 １人１日当たり２３，３００円以内

イ 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及

び歯科衛生士 １人１日当たり１６，４００円以内

ウ 保健師、助産師、看護師及び准看護師 １人１日当たり

１６，４００円以内

エ 救急救命士 １人１日当たり１４，１００円以内

オ 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり１６，６００円以内

カ 大工 １人１日当たり１５，０００円以内

キ 左官 １人１日当たり１４，９００円以内

ク とび職 １人１日当たり１４，１００円以内

�・� 省略

２ 令第１０条第５号から第１０号までに規定する者

省略

様式第２号（第４条、第５条関係）

様式第２号（その１）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条の規定に基づき、

次の物資の保管を命ずる。

省略

注 省略

様式第２号（その２）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条の規定に基づき、

次の物資を収用する。

省略
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注 省略

様式第２号（その３）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第９条の規定に基づき、

次の施設を管理する。

省略

注 省略

様式第２号（その４）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第９条の規定に基づき、

次の土地、家屋、物資を使用する。

省略

注 省略

様式第３号（第４条、第５条関係）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第９条の規定に基づく

公用令書を、次のとおり変更したので、災害救助法施行

規則（昭和２２年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸

省令第１号）第１条第４項の規定により、これを交付する。

省略

注 省略

様式第４号（第４条、第５条関係）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第９条の規定に基づく

を必要としなくなつたので、災害救助法施行規則（昭和２２年

総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第１号）第

１条第５項の規定によりこれを交付する。

省略

注 省略

様式第６号（第６条関係）

注 省略

様式第２号（その３）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条の規定に基づき、

次の施設を管理する。

省略

注 省略

様式第２号（その４）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条の規定に基づき、

次の土地、家屋、物資を使用する。

省略

注 省略

様式第３号（第４条、第５条関係）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条の規定に基づく

公用令書を、次のとおり変更したので、災害救助法施行

規則（昭和２２年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸

省令第１号）第１条第４項の規定により、これを交付する。

省略

注 省略

様式第４号（第４条、第５条関係）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条の規定に基づく

を必要としなくなつたので、災害救助法施行規則（昭和２２年

総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第１号）第

１条第５項の規定によりこれを交付する。

省略

注 省略

様式第６号（第６条関係）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第９条によつて収用

（使用）する物資を次のとおり受領した。

よつて、受領調書を作成し各１通所持するものとする。

省略

注 省略

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２６条によつて収用

（使用）する物資を次のとおり受領した。

よつて、受領調書を作成し各１通所持するものとする。

省略

注 省略

様式第８号（第８条、第９条関係）

（表）

省略

上記の者、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第７条の規定

に基づき、次のとおり従事を命ずる。

省略

注 省略

（裏）

様式第８号（第８条 関係）

（表）

省略

上記の者、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２４条の規定

に基づき、次のとおり従事を命ずる。

省略

注 省略

（裏）

従事令書の交付を受けた者の心得

１～４ 省略

５ 従事令書の交付を受けた者が命令に従わないときは、災

害救助法第３１条の規定により、６月以下の懲役又は３０万円

以下の罰金に処せられる。

従事令書の交付を受けた者の心得

１～４ 省略

５ 従事令書の交付を受けた者が命令に従わないときは、災

害救助法第４５条の規定により、６月以下の懲役又は５万円

以下の罰金に処せられる。

様式第９号（第８条、第９条関係）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第７条の規定に基づく公

様式第９号（第８条 関係）

省略

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２４条の規定に基づく公
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告 示

�愛媛県告示第１４１０号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以

下「法」という。）第１５条の２の６第１項の規定に基づく産業廃棄

物処理施設の変更の許可の申請があったので、同条第２項において

準用する法第１５条第４項の規定に基づき、次のとおり告示する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令

第３５号）第１２条の９第１項の申請書及び法第１５条の２の６第２項に

おいて準用する法第１５条第３項の書類は、愛媛県県民環境部環境局

循環型社会推進課及び宇和島保健所並びに鬼北町役場において告示

の日から１月間公衆の縦覧に供する。

平成２５年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

あさひ開発株式会社

北宇和郡鬼北町大字出目３３２０番地２

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

用令書は、その必要がなくなつたので、災害救助法施行規則（昭

和２２年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第１

号）第４条の規定により交付する。

省略

注 省略

様式第１２号（第１３条関係）

１ページ

用令書は、その必要がなくなつたので、災害救助法施行規則（昭

和２２年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第１

号）第４条の規定により交付する。

省略

注 省略

様式第１２号（第１３条関係）

１ページ

災害救助法第１０条の規定による立入検査証票 災害救助法第２７条の規定による立入検査証票

２ページ 省略

３ページ

２ページ 省略

３ページ

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）（抜粋）

（指定行政機関の長等の立入検査等）

第６条 省略

２ 省略

３ 前２項の規定により立ち入る場合においては、あらかじ

めその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

４ 当該職員が第１項又は第２項の規定により立ち入る場合

は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

５ 第１項及び第２項の規定による権限は、犯罪捜査のため

に認められたものと解釈してはならない。

（都道府県知事の立入検査等）

第１０条 前条第１項の規定により施設を管理し、土地、家屋

若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収

用するため必要があるときは、都道府県知事は、当該職員

に施設、土地、家屋、物資の所在する場所又は物資を保管

させる場所に立ち入り検査をさせることができる。

２ 都道府県知事は、前条第１項の規定により物資を保管さ

せた者に対し、必要な報告を求め、又は当該職員に当該物

資を保管させてある場所に立ち入り検査をさせることがで

きる。

３ 第６条第３項から第５項までの規定は、前２項の場合に

準用する。

第５章 罰則

第３３条 第６条第１項若しくは第２項若しくは第１０条第１項

若しくは第２項の規定による当該職員の立入検査を拒み、

妨げ、若しくは忌避し、又は第６条第２項若しくは第１０条

第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし

た者は、２０万円以下の罰金に処する。

災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）（抜粋）

第２７条 前条第１項の規定により施設を管理し、土地、家

屋若しくは物資を使用し、物資の保管を命じ、又は

物資を収用するため必要があるときは、都道府県知

事は、当該職員に施設、土地、家屋、物資の所在す

る場所又は物資を保管させる場所に立ち入り検査を

させることができる。

都道府県知事は、前条第１項の規定により物資を

保管させた者から、必要な報告を取り、又は当該職

員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り検査

をさせることができる。

前２項の規定により立ち入る場合においては、予

めその旨をその施設、土地、家屋又は場所の管理者

に通知しなければならない。

当該職員が第１項又は第２項の規定により立ち入

る場合は、その身分を示す証票を携帯しなければな

らない。

４ページ 省略 ４ページ 省略
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代表取締役 魚谷 克也

２ 産業廃棄物処理施設の設置の場所

北宇和郡鬼北町大字出目３３５２番 外

３ 産業廃棄物処理施設の種類

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第１４号のロに

規定する安定型最終処分場

４ 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類

廃プラスチック類（石綿含有産業廃棄物を含む。）、ゴムくず、

金属くず、「ガラスくず・コンクリートくず（工作物の新築、改

築又は除去に伴って生じたものを除く。）及び陶磁器くず」（石

綿含有産業廃棄物を含む。）、がれき類（石綿含有産業廃棄物を

含む。）

５ 申請年月日

平成２５年１２月１７日

６ 意見書の提出

当該産業廃棄物処理施設の変更に関し利害関係を有する者は、

縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日までに、

愛媛県知事に次のとおり意見書を提出することができる。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、そ

の代表者の氏名

イ 当該産業廃棄物処理施設の変更に関する生活環境の保全上

の見地からの意見

� 提出先

愛媛県県民環境部環境局循環型社会推進課及び宇和島保健所

�愛媛県告示第１４１１号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障

害福祉サービス事業者を指定した。

平成２５年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１２月２４日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１１５００３４１ 特定非営利活動法人桜 東温市松瀬川３５０５番地
１ 土手内 弘 喜 就労継続支援

Ｂ型
特定非営利活動法人桜
就労継続支援Ｂ型施設

東温市松瀬川３５０５番地
１

平成２５年
１１月１日

３８１１５００３５８ 特定非営利活動法人と
んとこ 東温市松瀬川７８５番地 高須賀 功 就労継続支援

Ｂ型 とんとこ村 東温市南方４５４番地 平成２５年
１１月１日

３８２０３００４８５ 合同会社ひより 宇和島市津島町高田甲
２０２６番地１ 大 西 佐智子 共同生活介護 上谷ひより 宇和島市津島町高田甲

２０２６番地１
平成２５年
１１月１日

３８２０３００４８５ 合同会社ひより 宇和島市津島町高田甲
２０２６番地１ 大 西 佐智子 共同生活援助 上谷ひより 宇和島市津島町高田甲

２０２６番地１
平成２５年
１１月１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 美川松山線
松山市水泥町７４２番１０から

同町７４７番３まで
平成２５年１２月２４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第４５号

平成２５年１２月１６日
伊予郡松前町大字中川原字薮西９０９番１及び９０９番６

松山市保免上１丁目１０番１４号

ハートグレア保免６０１号

神 山 陽 子

愛 媛 県 報平成２５年１２月２４日 第２５３３号
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�愛媛県告示第１４１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町大内４７４番３から

同町大内４４４番２まで
平成２５年１２月２４日

〃 〃 宇和島市三間町元宗２１０番２ 〃

〃 〃
宇和島市三間町是能１４４４番地先から

同町是能１４３３番まで
〃

〃 〃 宇和島市高串字舟ノ川乙３６６番２ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町大内４４９番２から

同町大内４４４番２まで

旧 １３．６～１５．４ ０．０２７

新 １１．２～１３．６ ０．０２７

〃 〃 宇和島市三間町元宗２１０番２

旧 ５．４ ０．０１０

新 １１．６～１１．８ ０．０１０

〃 〃
宇和島市三間町是能１４４４番地先から

同町是能１４３３番まで

旧 ４．６～７．０ ０．０７９

新 １１．０～１８．０ ０．０８０

〃 〃 宇和島市高串字舟ノ川乙３６６番２

旧 ５．６～１１．６ ０．０５４

新 ９．６～４８．４ ０．０５４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字猪ノ子谷丙２２１番から

同字立石第１０号６９番３地先まで

旧 ５．７～６．２ ０．０３４

新 ５．７～９９．９ ０．０３４

愛 媛 県 報平成２５年１２月２４日 第２５３３号
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選挙管理委員会告示

�愛媛県告示第１４１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４１８号
次のとおり落札者を決定した。

平成２５年１２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第９４号
平成２５年７月２１日執行の参議院選挙区選出議員選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、次のとおりである。

平成２５年１２月２４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２５年７月２１日執行 参議院選挙区選出議員選挙（愛媛県選挙区）

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額） ３９，１７４，２００円

３ 報告書の要旨

〃 〃
宇和島市津島町北灘字桜木第１０号９９番５２から

同字木綿尻丙４５０番５まで

旧 １１．９～１２．４ ０．０１５

新 １１．９～７３．２ ０．０１５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島下波津島線
宇和島市津島町北灘字猪ノ子谷丙２２１番から

同字立石第１０号６９番３地先まで
平成２５年１２月２４日

〃 〃
宇和島市津島町北灘字桜木第１０号９９番５２から

同字木綿尻丙４５０番５まで
〃

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

県立学校インターネット実習対応パ
ソコン等一式（サーバー２５台、パー
ソナルコンピュータ９１３台、プリン
タ１１３台、周辺機器一式、ソフトウ
ェア一式、搬入、据付け、調整等一
式）

愛媛県教育委員会
事務局指導部高校
教育課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２５年１１月２０日
四国通建株式会社
今治市南大門町一丁目
１番地の１５

３，４４７，１５０円
（月額） 一般競争入札 平成２５年１０月１１日

候 補 者 氏 名 井 原 巧 所 属 党 派 自 由 民 主 党 平成２５年６月１８日から １
期 間 第 回分

平成２５年８月２６日まで ２出納責任者氏名 大 西 高 義

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ２，１１０，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ７４７，３８０ （ ０ ）

自由民主党愛媛県参議院選挙区第一支部 ── ５，０００，０００円 選挙事務所費 ５５３，３４０ （ ０ ）

篠 原 和 貴 団体事務員 １７０，０００ 集合会場費 １９４，０４０ （ ０ ）

重 城 拓 也 団体事務員 １７０，０００ 通信費 ２６，９９６ （ ０ ）

野 村 尋 子 団体事務員 １６０，０００ 交通費 ８６，０２２ （ ０ ）

印刷費 ２，４２７，５００ （ ０ ）

愛 媛 県 報平成２５年１２月２４日 第２５３３号
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広告費 １，０６５，７６１ （ ０ ）

文具費 ６６，６００ （ ０ ）

食糧費 ３３０，１２７ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ２８９，９００ （ ０ ）

その他の収入 １，０００，０００ 雑 費 １１４，３３１ （ ０ ）

今 回 計 ６，５００，０００ 今 回 計 ７，２６４，６１７ （ ０ ）

総 計 ６，５００，０００ 総 計 ７，２６４，６１７ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ３１１，１００円

ビラの作成 ８２９，４００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 １，２８７，０００円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １６０，１６４円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ２０２，１９２円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 １９３，１０５円

計 ２，９８２，９６１円

報告書受理年 月 日
２５ ８ ５

平成 年 月 日
２５ ８ ３０

１
第 回 報 告 分
２

候 補 者 氏 名 植 木 正 勝 所 属 党 派 日 本 共 産 党 平成２５年６月１４日から
期 間 第１回分

平成２５年７月５日まで出納責任者氏名 中 尾 暁 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２４０，０００ （ ０ ）

日本共産党愛媛県委員会 ── ３，７２５，５１０円 選挙事務所費 ２４０，０００ （ ０ ）

日本共産党東予地区委員会 ── ９０，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ６，０７０ （ ０ ）

印刷費 ４９４，７６０ （ ０ ）

広告費 ８０，７５０ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ４９，３４０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 ０ （ ０ ）

今 回 計 ３，８１５，５１０ 今 回 計 ８７０，９２０ （ ０ ）

総 計 ３，８１５，５１０ 総 計 ８７０，９２０ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

愛 媛 県 報平成２５年１２月２４日 第２５３３号

９８０



支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２５年 ８ 月 １ 日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 郡 昭 浩 所 属 党 派 無 所 属 平成２５年７月４日から
期 間 第１回分

平成２５年７月２０日まで出納責任者氏名 郡 昭 浩

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ０ （ ０ ）

０円 選挙事務所費 ０ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ０ （ ０ ）

印刷費 ２３，９８４ （ ０ ）

広告費 ７８２ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ３０，０００ 雑 費 ０ （ ０ ）

今 回 計 ３０，０００ 今 回 計 ２４，７６６ （ ０ ）

総 計 ３０，０００ 総 計 ２４，７６６ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２５年 ８ 月 ５ 日 第 １ 回 報 告 分
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候 補 者 氏 名 藤 岡 佳代子 所 属 党 派 み ん な の 党 平成２５年５月３１日から １
期 間 第２回分

平成２５年１１月１５日まで ３出納責任者氏名 藤 岡 喜 美 代

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ５７０，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２６９，６３０ （ ０ ）

みんなの党愛媛県支部連合会 ── １０，０００，０００円 選挙事務所費 ２６４，０００ （ ０ ）

みんなの党参議院愛媛県第１支部 ── ２，０００，０００ 集合会場費 ５，６３０ （ ０ ）

みんなの党参議院比例第１６支部 ── ３００，０００ 通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ２６，４３１ （ ０ ）

印刷費 １，７９１，０８８ （ ０ ）

広告費 ２，６２１，１１５ （ ０ ）

文具費 １０，９６３ （ ０ ）

食糧費 ５８，４５０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ２４，６００ （ ０ ）

その他の収入 ３００，０００ 雑 費 ７２８，３２３ （ ０ ）

今 回 計 １２，６００，０００ 今 回 計 ６，１００，６００ （ ０ ）

総 計 １２，６００，０００ 総 計 ６，１００，６００ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ３１１，１００円

ビラの作成 ８２９，４００円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ６５０，５８８円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 １２６，０００円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 １９９，５００円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ４９，３５０円

計 ２，１６５，９３８円

報告書受理年 月 日
２５ ８ ５

平成２５年 ８ 月２１日
２５ １１ １８

１
第 ２ 回 報 告 分
３

候 補 者 氏 名 森 田 浩 二 所 属 党 派 幸 福 実 現 党 平成２５年３月７日から １
期 間 第２回分

平成２５年９月４日まで ３出納責任者氏名 森 田 浩 二

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ２０８，０６５円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ２３５，６００ （ ０ ）

幸福実現党愛媛県本部 ── １，２９０，０００円 選挙事務所費 ２３５，６００ （ ０ ）

幸福実現党 ── ７，０００，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 １，５５０ （ ０ ）

交通費 ５２，０７６ （ ０ ）

印刷費 １，１４９，１６０ （ ０ ）
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広告費 １，０９３，０５０ （ ０ ）

文具費 ２，４３８ （ ０ ）

食糧費 ４，４７８ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑 費 １４８，７９７ （ ０ ）

今 回 計 ８，２９０，０００ 今 回 計 ２，８９５，２１４ （ ０ ）

総 計 ８，２９０，０００ 総 計 ２，８９５，２１４ （ ０ ）

項 目 金 額

選挙運動用通常葉書の作成 ０円

ビラの作成 ０円

支出のうち公費負担相当額

ポスターの作成 ０円

選挙事務所の立札及び看板の類の作成 ０円

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成 ０円

個人演説会の立札及び看板の類の作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日
２５ ８ ５

平成２５年 ８ 月１５日
２５ ９ ９

１
第 ２ 回 報 告 分
３

平成２５年１２月２４日 発行
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